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図１４ 土地の形質の変更におけるのりの例（２７ﾍﾟｰｼﾞ関係） 
 
           土地の形質の変更区域       残存区域 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

図１５ 物件の堆積の例と遮蔽のための塀等の例（４３ﾍﾟｰｼﾞ関係） 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

のり面 
のり面及び小段に 
植栽(自然回復緑化)を施すこと。 

道 路 

道路等に面する部分 
遮蔽塀かつ植栽帯を設けること。 

遮蔽塀の色彩 
灰色・こげ茶又は薄茶色など 
周辺の風致に調和する色彩とすること。 

遮蔽塀の高さ 
３m 程度 

堆積物の高さ 
３m 以下かつ 500 ㎡以下 

道路以外に面する部分 
遮蔽塀又は植栽帯を設けること。 

出入口の幅員 
必要最小限とすること。 

計画区域から３m 以内の場所 
で堆積を行わないこと。 

のり面の勾配は 30°以下を基本とする 

※のり面の角度は,土質や自然回復緑化を考慮して適切な角度とすること。 

小段 
２m 以上 

高さ５m 以内

高さ５m 以内

原則として石積みとする 

植栽帯の幅員 
１．５m 程度 
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図１６ 町家形式の例（５９ﾍﾟｰｼﾞ等関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附則 

この解釈と運用は，平成２１年８月に制定する。 

（改定期日） 

この解釈と運用は，平成２３年４月に一部改定する。 

この解釈と運用は，平成２５年１２月に一部改定する。 

              

 

高二階町家平屋町家 中二階町家


